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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、インドネシア共和国政府より技術協力の要請を受け、平成21年1
月に第1次詳細計画策定調査団、同年5月に施設・インフラ調査団、同年7～8月に第2次詳細計画策
定調査団を派遣し、関連情報を収集するとともに協力の枠組みについてインドネシア共和国政府

関係者と協議を行い、調査結果を協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）にて取りまとめました。 
その後、討議議事録（Record of Discussion: R/D）案、プロジェクト・デザイン・マトリックス（Project 

Design Matrix：PDM）案及び活動実施計画（Plan of Operation：PO）案の策定に関し協議を継続し
て行い、同年10月にJICAインドネシア事務所とインドネシア共和国側関係機関間で現地にてR/Dの
署名を執り行いました。 
この報告書が本計画の今後の推進に役立つとともに、この技術協力が両国の友好・親善の一層

の発展に寄与することを期待します。 
終わりに、この調査にご協力とご支援を頂いた両国の関係者の皆様に対し、心から感謝の意を

表します。 
 

 平成21年12月 
 

独立行政法人国際協力機構 
農村開発部長 小原 基文 
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蒸熱処理（VHT）設置予定建物 
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プロジェクト予定建物全体 プロジェクト予定建物全体 

蒸熱処理（VHT）設置予定建物内部 

インドネシアマンゴー(wikipediaより) 



 

－1－ 

第１章 詳細計画策定調査団の派遣 
 

１－１ 調査団派遣の経緯と目的 

インドネシア共和国（以下、「インドネシア」と記す）政府は、AFTA、ASEAN、APEC、WTO
等、さまざまな地域機関や国際機関に加盟・参画しているが、インドネシアの植物検疫の体制は

十分ではなく、農作物の輸出に関して輸入国側の安全性への要求に十分応えることができないた

め、同国の農産物輸出のポテンシャルを十分生かしきれていない。そのため、インドネシア農業

省園芸総局は、同国の植物検疫システムを国際的なレベルに合致させ、農産物輸出の促進を図る

ため、同国において特に検疫上の問題となっているミバエ類の殺虫に関して先進的な技術と豊富

な経験を有するわが国に植物検疫技術の改善に係る協力を要請した。 

本調査は、協力の枠組み案等に関し、実施機関をはじめとするインドネシア側の関係機関と協

議し、予想される協力効果、協力実施の適切性等を総合的に検討、評価のうえ、合意事項を協議

議事録（Minutes of Meeting：M/M）に取りまとめることを目的に実施された。 
 

１－２ 調査団の構成 

氏 名 担当分野 所属等 

萩原 知 総  括 JICA農村開発部 次長 

熊谷 正樹 ミバエ飼育 農林水産省横浜植物防疫所 札幌支所千歳空港分室 

祐成 忍 蒸熱処理消毒技術 農林水産省横浜植物防疫所 調査研究部 

三村 一郎 計画評価 JICA農村開発部 水田地帯第一課 

 

１－３ 調査日程 

日順 日 付 曜日 行  程 宿泊先 

1 1月12日 月 移動（成田→ジャカルタ） ジャカルタ 

2 1月13日 火 

JICAインドネシア事務所打合せ 
在インドネシア日本大使館表敬 

農業省表敬及び協議（園芸総局、農業検疫庁） 

移動（ジャカルタ→西ジャワ州チレボン県） 

チレボン 

3 1月14日 水 
マンゴー生産地調査（西ジャワ州チレボン県） 

チレボン植物検疫所調査 
チレボン 

4 1月15日 木 

移動（西ジャワ州チレボン県→ジャティサリ） 

計画サイト調査（農業省病害虫予察センター） 

移動（ジャティサリ→ジャカルタ） 

ジャカルタ 

5 1月16日 金 農業省園芸総局・農業検疫庁協議 ジャカルタ 

6 1月17日 土 

団内打合せ 

ジャカルタ空港農業検疫所調査 

タンゲラン青果市場視察 

ジャカルタ 

7 1月18日 日 M/M案作成 ジャカルタ 
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8 1月19日 月 M/M協議 ジャカルタ 

9 1月20日 火 

M/M署名 
JICAインドネシア事務所報告 
在インドネシア日本大使館報告 

ジャカルタ出発 

機中 

10 1月21日 水 成田到着  

 

１－４ 主要面談者 

 １－４－１ インドネシア側関係者 

（1）農業省園芸総局 
・Ahmad Dimyati, Director General of Directorate General of Horticulture（DGH）, Ministry of 

Agriculture（MOA） 
・Sri Kuhtarih, Secretary of DGH, MOA 
・Winny D. Wibawa, Director of Fruit Crops, DGH, MOA 
・Soekirno, Director of Horticulture Crop Protection, DGH, MOA 
・Anik Kustaryati, Head Section of Pest Fruit, Horticulture Crop Protection, DGH, MOA 
・Cahyaniati, Head of Subdirectorate of Fruit Protection, Horticulture Crop Protection, DGH, MOA 
・Susiami, Head of sub Directorate of Fruit Crop, DGH, MOA 
・Susilo Wati, Head of Cooperation division, DGH, MOA 

 

（2）農業省農業検疫庁 
・Hari Priyono, Director General of Agency of Agricultural Quarantine, MOA 
・Suwanda, Director of Plant Quarantine Center（IAQA）, MOA 
・Dwi Setiawan, Head of Plant Quarantine for Export and Inter Area Division, IAQA, MOA 
・Antarjo Dikin, Division Manager of Cooperation and Public Awareness, IAQA, MOA 

 

 １－４－２ 日本側関係者 

（1）在インドネシア日本大使館  
・瀬尾 充 一等書記官 

 

（2）JICAインドネシア事務所  
・片山 裕之 次長 

・山根 誠 所員 
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第２章 主な協議事項 
 

農業省園芸総局及び農業検疫庁との協議の結果、調査団長、農業省園芸総局、農業省農業検疫

庁の三者で、付属資料1.のとおり協議議事録（M/M）の署名を行った。協議・調査概要は以下のと
おりである。 

 

２－１ プロジェクト名 

インドネシア側より本プロジェクト名は国家開発企画庁（BAPPENAS）に登録済みでありタイ
トルの変更は困難であること、また、本プロジェクト名の変更を行った場合、カウンターパート

（C/P）資金申請手続き等に障害が生じる可能性が高いことが説明された。既に本プロジェクト名
は1度変更されていることも踏まえて要請書のとおりとすることとした。 

 

２－２ インドネシア側実施機関 

インドネシア側実施機関は、農業省園芸総局及び農業省農業検疫庁の2機関であることを確認し
た。なお、同2機関は双方同様にプロジェクトの実施に責任を負う旨、協議を通じて確認を行った。 
 

２－３ プロジェクト・サイト 

農業省園芸総局 病害虫予察センター（Pest Forecasting Institute：PFI）とした。ジャカルタより
約80km、車で2時間半程度のジャティサリに位置する。 
 

２－４ プロジェクト期間 

3年間とし、詳細については第2次調査にて決定することとした。 
 

２－５ 対象マンゴー種 

協議の結果、ゲドン・ギンチュウとした。 

 

２－６ 対象ミバエ種 

ペスト・リスク・アナリシス（PRA）の結果を踏まえ、日本側により決定される旨、確認を行っ
た。 

 

２－７ マスタープラン・日本側負担事項・インドネシア側負担事項 

基本的には日本側当初案のとおりで双方合意に到った。C/Pの配置、プロジェクトの運営費用、
蒸熱処理（Vapor Heat Treatment：VHT）機の設置、建物の改修、試験用マンゴーの調達等に係る
インドネシア側負担事項についてM/Mで確認を行った。 
 

２－８ プロジェクト実施体制 

プロジェクト全体責任者は農業省園芸総局長とし、実施責任者は同省園芸総局園芸作物保護部

長及び同省農業検疫庁植物検疫センター長とした。 

 なお、その際、園芸総局と検疫庁、並びに各々の下部組織である園芸作物保護部、植物検疫セ

ンター及び他関連組織との調整を円滑にするため、園芸総局官房長を調整役とするプロジェク
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ト・マネジメント・ユニットの設立がインドネシア側より提案され、M/Mに別添として添付した。 
 

２－９ その他 

 ２－９－１ ミバエの飼育状況 

プロジェクト・サイト（PFI）における現地調査の結果、同施設では現在、以下のミバエが飼
育されていることが確認された。 

  ①Bactrocera cucurbite ±1,500 
  ②B.carambolae±750 
  ③B.albistrigate±100 
  ④B.papayae±500 

なお、PFI職員のミバエ飼育技術レベルは、過去にオーストラリアからの技術移転や日本での
研修実績もあり、基礎レベルには達していると思われるが、第2次調査時に、更に詳細な技術レ
ベルの確認が必要と思われる。 

 

 ２－９－２ 対象マンゴー 

インドネシア国内におけるマンゴー生産情報（生産量、生産地、生産サイクル）を収集した。

なお、対象マンゴー（ゲドン・ギンチュウ）の生産地であるチレボンにて現地調査を行ったと

ころ、既に収穫期が終了していたため断定はできないものの、収穫期間（最盛期：9～12月）に
おける試験用マンゴーの確保は可能と思料される。 

 

 ２－９－３ 機材供与 

蒸熱処理機について、インドネシア側からは当初要請内容のとおり、試験レベル及び商業レ

ベルの2機の供与を要請してきたが、調査団側から輸入解禁までの流れ及び本プロジェクトの位
置づけについて説明を行った結果、試験レベルでの蒸熱処理機を供与することで合意に至った。

また、PFIにおける同機材設置予定建物の調査の結果、改修等が必要であると判明したことから
インドネシア側に対して改修要請を行ったところ、インドネシア側の予算確保の関係から4月ま
でには改修内容を示す資料をインドネシア側に対して提出することとした。なお、PFIでは停電
がかなりの頻度で発生するとインドネシア側より説明があったため、その根拠データの提出を

依頼済みであるが、本プロジェクトの特性（短期間で集中的に蒸熱処理技術の移転を実施）か

ら安定した電力供給は必須条件であり、非常用電源機の導入を検討する必要がある。 

 

 ２－９－４ ミバエ標本 

ミバエ標本の日本国への持ち出しについては生物移動同意書（Material Transfer Agreement：
MTA）の署名が必要であることが、農業省農業検疫庁からの説明によって判明したことから、
日本側より照会レターをインドネシア側に発出し、双方で生物の海外持ち出しに係る事務手続

きを滞りなく行うことの確認を行った。 

 

 

 



 

－5－ 

第３章 プロジェクト実施体制 
 

３－１ 責任機関及び実施機関組織 

農業省園芸総局及び農業省農業検疫庁とする。 

 

３－２ プロジェクトに対する予算措置 

インドネシア側の投入については、以下のとおりである。 

 

（1）C/Pの配置 
1）Project Coordinator 
① Ms. Sri Kuntarsih：Secretary of Directorate General of Horticulture（DGH） 

2）Project Manager 
① Mr. Soekirno：Director of Horticulture Crop Protection, DGH 
② Mr. Suwanda：Director of Center for Plant Quarantine（CPQ）, Agency of Agricultural  
 Quarantine（AAQ） 

3）C/P：13人 
① Ms. Cahyaniati：Head of Subdirectorate of Fruit Protection, DGH 
② Mr. Dwi Putra Setiawan：Head of Export Quarantine Division, CPQ  
③ Ms. Eliza Rusli：Head of Quarantine Method and Technique Division, CPQ 
④ Mr. Siswanto：Technical Staff of DGH 
⑤ Ms. G. Susilawati：Staff of Secretariat of DGH 
⑥ Ms. Anik Kustaryati：Section of Fruit Pest of Subdirectorate of Fruit Protection, DGH 
⑦ Mr. Wayan Murdita：Technical Staff of Pest Forecasting Institute（PFI） 
⑧ Mr. Abisaid Hudri：Technical Staff of AAQ 
⑨ Ms. Herti Endang：Bandung Quarantine Station, AAQ 
⑩ Mr. Iyus Hidayat：Bandung Quarantine Station, AAQ 
⑪ Ms. Tri Murniningtyas：Technical Staff of PFI 
⑫ Mr. Maryono：Technical Staff of PFI 
⑬ Mr. Ahmad Imroni：Staff of PFI 

 

 （2）プロジェクトオフィス、既存設備・資機材 
 

 （3）電気、空調、水道、情報通信設備（電話、FAX、インターネット） 
 

 （4）ローカルコスト負担 
1）プロジェクト・ランニングコストの負担（光熱水道料金等） 
2）蒸熱処理試験に必要な試験用果実準備に係る費用 

 

３－３ プロジェクト実施場所の状況 

PFI（付属資料2.）は日本の援助によって1987年に建設され、本館のほかに宿泊・食堂設備を備
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えた別棟、ガラス温室、12haに及ぶ実験圃場などを備えている。 
インドネシア側は敷地内の北側にある2つの建物をプロジェクト用に想定しており、2つのうち

南側（付属資料2.－③）は標本等保管室（約28.8m2：6×4.8m）、累代ミバエ飼育室（約14.4m2：

6×2.4m）及びその隣の倉庫（約22.8m2：6×3.8m）などから構成されている。また、この建物か
ら数メートルの渡り廊下で結ばれた形でVHT機設置希望施設（約76.5m2：9×5.1m＋6×5.1m）（付
属資料2.－④）がある。 
累代ミバエ飼育室では、4種のミバエ類〔Bactrocera papayae、B. carambolae、B. albistrigata、

ウリミバエ（B. cucurbitae）〕が累代飼育されていたが、温度・湿度・日長とも特に制御する装置
はなかった。なお、本館（付属資料2.－①）1階北端の部屋でもミバエ類の寄生果実調査等を行っ
ていた。 

一方、蒸熱処理機設置希望の建物は本来、ネズミの飼育用に建築されたものであるため（現在

ネズミは飼育しておらず、半ば物置となっている）、壁は穴あきブロック、屋根裏もむき出しであ

り、床こそコンクリートのしっかりしたものだが、ネズミの飼育管理が容易になるように全体が

南側に向かって少し傾いているなど、現状では試験機器を設置するには不適であり、改修が必要

である（第5章5-3参照）。また、プロジェクトに必要な機材を配置し、作業を行いやすい環境へ整
備するには相手側が想定しているよりも広い面積が必要となる可能性があり、作業効率を考慮し

た配置のためにも給排水・電源などが分かる正確な図面の入手が望ましいことから、インドネシ

ア側に対して追加の資料提出を依頼した。 

PFIの研究機能は昆虫学・野鼠・雑草学・植物病理・ペストマネジメントの5分野で、このほか
に事務所やコンピュータ室などを備え、LAN回線でインターネットへのアクセスも可能であると
されている。施設の水源は敷地内にある深さ25mの井戸を利用しており、水質は石灰分が多いとの
ことである。また、電気容量は82.5kVA（kVA＝皮相電力）である。 
なお、本施設は郊外に位置し、今次調査中、近隣に宿泊可能な施設を確認することはできなか

った。また、インドネシア側によると、日本人専門家が滞在する場合については施設内の宿泊棟

の利用も可能とのことであり、これらの部屋はベッドルーム3つを備えていて、広く快適な様子で
あったが、PFI近辺には商店や食堂といった店舗はない。インドネシア側の案内で立地的に最も適
しているというホテル（Plaza Hotel Purwakarta）について確認したところ、センターまで道なり
で約10km離れているため、移動には車が必要である。 
 

３－４ 機材整備状況 

PFIには蒸熱処理機及びそれに類する機器は設置されておらず、本プロジェクトの実施にあたり
高性能の試験用蒸熱処理機及びその付属設備を導入する必要がある。また、実際に使用する際に

は同時並行的に各種の試験を実施するのに加え、故障などの影響を軽減するために、蒸熱処理機

は2台必要である。 
その他の必要機材について調査したところ、過去、日本による援助がPFIに対して行われたこと

もあり、基礎的な病害虫研究用機器については幅広くひととおり揃っていた。しかしながら、多

くのものは古く、十分に稼働するかどうかは不明であった。また、インドネシア側からは保有機

材のリスト（付属資料3.）を入手したが、台数や使用可能かどうかについての情報が記載されて
おらず、より詳細な情報を依頼中である。 
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３－５ カウンターパート 

プロジェクト期間中におけるC/Pの配置については、インドネシア側より配置計画案が提示され
た。そのなかには、本邦で行っているミバエ殺虫に関する集団研修「ミバエ類温度処理殺虫技術」

の帰国研修員が3名含まれており〔Mr. Abi Said Hudri（平成18年度）、Ms. Anik Kustaryati（平成19
年度）及びMr. WAYAN Murdita（平成20年度）〕、近年研修を受けたすべての帰国研修員が本プロジ
ェクトにかかわる予定である。また、新たに2名のC/Pが平成20年度の本邦研修への参加を予定し
ている。C/Pは、園芸総局・農業検疫庁・PFIと本プロジェクトに関与するそれぞれの組織の所属
であるが、少なくともプロジェクト期間中はフルタイムでの業務となることを確認した。 
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第４章 プロジェクト協力計画の概要 
 

４－１ プロジェクト基本計画 

 ４－１－１ 上位目標 

熱帯性果実類についてミバエ類に対する消毒技術を適切に応用することができる。 

 

 ４－１－２ プロジェクト目標 

マンゴー生果実の国際基準に合致したミバエ類消毒技術が強化される。 

 

 ４－１－３ 成 果 

（1）供試ミバエ類の実験室における飼育方法が確立される。 
（2）供試ミバエ類の蒸熱処理による消毒方法が確立される。 
（3）試験データ及び分析結果を蓄積するための情報管理システムが構築される。 

 

 ４－１－４ 活 動 

活動1-1 供試ミバエ類の種を同定し、異種間交雑が起きていないか定期的に確認する。 
活動1-2 実験室において温度、湿度及び光周期が安定した飼育環境を確立する。 
活動1-3 発育段階に応じた飼育方法を確立する。 
活動2-1 蒸熱処理（殺虫試験）の基準を確立する。 
活動2-2 蒸熱処理（果実障害試験）の基準を確立する。 
活動3-1 試験データを記録する。 
活動3-2 試験データを分析する。 
活動3-3 分析データを報告書に取りまとめる。 

 

 ４－１－５ プロジェクト・サイト 

農業省園芸総局 病害虫予察センター（Pest Forecasting Institute：PFI）Jatisari（ジャティサリ） 
 

 ４－１－６ プロジェクト期間 

3年間（暫定） 
 

 ４－１－７ プロジェクト裨益対象者 

農業省園芸総局及び農業検疫庁の職員 

 

４－２ 両国の投入 

 ４－２－１ 日本側 

（1）専門家派遣 
1）長期専門家：1名（業務調整） 
2）短期専門家：3分野×1名×年3～4カ月×3年 

（指導科目：ミバエ飼育、蒸熱処理消毒試験、果実障害試験） 
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（2）機材供与 
蒸熱処理機等、必要に応じて 

 

（3）本邦研修 
本邦研修：6～9名程度 

 

 ４－２－２ インドネシア側 

（1）プロジェクトスタッフ 
C/Pスタッフ 

 

（2）施設・建物 
プロジェクト活動に必要な日本人専門家執務室、施設の提供 

 

（3）管理運営費 
光熱費や国内通信など基本的プロジェクト運営費用 

 

（4）試験用マンゴー 
購入費、貯蔵施設 
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第５章 協力分野の現状と課題 
 

５－１ 試験対象果実・産地及び害虫 

本調査の開始前、インドネシア側が提示してきた対象マンゴー種は「アルマニス（Harum Manis）」
と「ゲドン・ギンチュウ（Gedong Gincu）」の2品種であったが、複数の品種を対象に殺虫・障害
試験を実施することは、プロジェクト期間及び現地での活動期間を考慮すると困難であり、1品種
で行うべきであることを説明した。その結果、調査中の協議ではゲドン・ギンチュウ1品種が試験
対象として提示された。 

ゲドン・ギンチュウは300g未満の小さな丸形のマンゴーであり、熟すと表皮が赤くなる品種で
ある。食味については、調査期間が収穫期に該当しなかったために確認できなかったが、本品種

はアルマニスに比べて甘みが強く、既に輸出の実績があるシンガポールでは人気があり、欧米人

にも好評とのことである。協議においては、商業ベースでの輸出を目的とする以上、既に多くの

国からマンゴーが輸入されている日本の市場動向や日本人の嗜好をあらかじめ把握したうえで品

種を決定するのが望ましいことを調査団より伝え、インドネシア側もこれについては十分に承知

しているとのことであった。 

ゲドン・ギンチュウの価格については、インドネシア国内でもアルマニスの約3倍の価格で取引
される高級なマンゴーであり、2008年シンガポールへ輸出した業者によれば、アルマニスよりも
数段高価で売れるとのことであった。また、流通割合についてジャカルタにある国内向け卸売市

場で聞き取ったところ、その卸売市場で取り扱っているマンゴー全体の約10％と少量であった。 
インドネシア国内におけるマンゴー産地はそのほとんどがジャワ島の中部～東部にかけてであ

り、インドネシア全体でのマンゴー生産量約182万tのうち135万tがジャワ島産である（2007年）。
調査にて視察したゲドン・ギンチュウ農園が位置するジャワ島中部のチレボン（Cirebon）県では、
複数の農家が協同し、天水田と組み合わせた大規模な作付け法が行われていた。この農園は、国

際協力銀行（JBIC）が1996年から2002年まで実施した「園芸作物開発事業」の対象区のひとつで
あり、西ジャワ州のマンゴーの場合はチレボン県で1,000ha、インドラマユ（Indramayu）県で1,000ha、
マジャレンカ（Majalengka）県で500haの農地が整備され、いずれも栽培品種はゲドン・ギンチュ
ウである。チレボン県、インドラマユ県、マジャレンカ県のマンゴー生産量の合計は約26万4,000t
（栽培面積3万1,000ha）であり、そのうちゲドン・ギンチュウは4万4,000t（同6,400ha）とのこと
であった（付属資料4.参照）。 
ゲドン・ギンチュウは生産・流通量が他品種より少ないとはいえ、その状況については整備さ

れた農場、国内他地域への販売や海外に輸出しているパッキングハウスなどの集荷・選別施設も

あることから、大きさや熟度を斉一にする必要がある試験用果実であっても、その調達はそれほ

ど難航しないことが予想された。この点については、インドネシア側も安定した入手が可能であ

るとの見解を示した。ただし、試験対象候補品種を含むほとんどのマンゴーのインドネシアでの

収穫時期は9～12月の4カ月間（最盛期）のみであることから、プロジェクトにおける短期専門家
派遣期間はこの時期が適当であると思われる。 

このほか試験果実として留意すべき点として、残留農薬が試験虫に及ぼす影響についての懸念

があったが、少なくとも調査で視察した圃場では殺虫剤等の農薬散布は行われていないとのこと

であった。また、収穫から輸入国における販売までの最適保管温度は8℃とのことであり、加えて
期間等を含めた流通過程を把握し、各種条件を想定した果実障害の有無を確認する必要がある。
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さらに、ゲドン・ギンチュウは小型の品種であるため、蒸熱処理機を用いた試験においては1回当
たりの必要な果実数が多くなること、1果実当たりのミバエ寄生可能数などにも留意する必要があ
る。 

なお、アルマニスについては、インドネシア側からは特に言及されなかったが、インドネシア

でも生産量の多い品種であり、将来的には本プロジェクトで移転された技術を基に殺虫技術開発

試験が行われることが望まれる。この点については、サイズの小さなゲドン・ギンチュウで確立

される殺虫条件（温度・加熱時間）がアルマニスのようなより大型の品種にそのまま適用できる

可能性が高い。同一処理基準での処理が可能であれば、将来的に商業ベースで処理する場合に複

数品種の同時処理が行えるため、本プロジェクトでゲドン・ギンチュウが対象となったことはイ

ンドネシア側にとって良い結果をもたらす可能性が高い。 

 

５－２ 試験対象ミバエ種 

インドネシアから提出されたマンゴーのペストリスト（付属資料5.）には、ミバエ類はB. papayae、
B. carambolae、B. albistrigataの3種のみが記載されていた。また、同様に提出された資料
（GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF FRUIT FLY PEST（2006）付属資料6.）には、イ
ンドネシアの重要害虫として6種のミカンコミバエ種群（B. caryeae、B. dorsalis、B. carambolae、
B. papayae、B. occipitalis、B. philippinensis）が載っていたことから、インドネシア国内の発生
分布について確認したところ、①B. caryeaeはインドネシアには分布しない、②B. dorsalisは2006
年以降インドネシアには分布しない、③B.occipitalisはカリマンタンにのみ分布する、④B. 
philippinensisは2008年、Drew博士（ミバエ分類の世界的権威）によりB. papayaeのシノニム（同種
異名）となった、との回答であった。また、B. albistrigataについては日本側、インドネシア側双
方ともにマンゴーには寄生しないとの認識であった。 

多くの島々から成るインドネシアでは、国内の一部の地域にのみ分布している重要病害虫につ

いて、カテゴリーA2のリスト（付属資料7.）として取りまとめ国内検疫の対象としているが、リ
スト中には先にインドネシアにはいないとの回答のあったB. caryeaeのほか、マンゴーを寄主植物
とする2種のミバエが記載されている。一方で、カリマンタンに分布しているというB. occipitalis
の名前はなかった。 

このように、インドネシア国内に発生するミバエの種類、分布については不透明な状況（付属

資料8.）であり、これらを明確にするために同国に発生するミバエリスト（マンゴーを食害する
種に限らず）やミカンコミバエ種群等に関する文献・資料を提出するよう依頼している。さらに、

インドネシア国外やインドネシア国内の他の島から来る農産物に対してどのような検疫を行って

いるのかについての情報が得られず、輸入検疫・インドネシア国内検疫の体制や制度についてよ

り詳細な情報が必要である。 

また、インドネシアがオーストラリアと共同で2006年から3年間にわたって実施したミバエ類の
調査結果（初年度のデータのみ入手：付属資料9.）が、Drew 博士により2009年5月以降に出版さ
れる予定であるとの情報があり、それに先立ち2月にブリスベンで開催されるミバエに関するシン
ポジウムでも何らかの情報が発信される可能性があり、注視しておく必要がある。 

インドネシア側は当初、B. papayae、B. carambolaeのみがマンゴーに寄生し、試験対象のミバ
エになると考えていたが、日本の植物防疫法では、ウリミバエ（B. cucurbitae）も輸入禁止品対象
害虫であることから、ウリミバエも殺虫試験の対象になり得る点を説明した。また、いずれにし
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ても、対象となるミバエについては日本での病害虫危険度解析（Pest Risk Analysis：PRA）の結
果を受けて決定される旨を伝えた。この際インドネシア側から決定後の害虫名だけでなく、PRA
の結果（内容）についても透明性の観点から情報を提供してほしい旨の発言があった。 

対象となるミバエ種については、いくつの種を対象とするかが試験・プロジェクトの規模にも

影響を与えることから、できるだけ多くの正確な情報を収集することが前提となるが、第2次調査
の時点では候補種を絞り込んでおく必要がある。今後は、インドネシア側から国内に発生するミ

バエリスト、文献・資料などが提出された後、その内容を確認のうえ、農林水産省横浜植物防疫

所担当部署（農林水産省消費・安全局植物防疫課経由）においてPRAを実施し、対象となるミバエ
種を決定することとしている。 

ミバエ以外の害虫についてはペストリストに、ハエ目１種、チョウ目12種、カメムシ目21種、
コウチュウ目11種、その他害虫8種、ダニ類7種、病菌等28種の合計89種が記載されていた。農園
での調査では、葉に虫こぶを形成するタマバエ、小枝に食入するコウチュウが主な害虫とのこと

で、実際に虫こぶやコウチュウに加害されて小枝の先端が枯れた症状を確認した。また、果実を

加害するマンゴーゾウムシやチョウ目害虫による加害は少ないとのことであった。 

農園では、メチルオイゲノールを誘引剤としたトラップを設置してミバエの密度を抑制してい

るほかは、薬剤散布、果実への袋がけなどの防除は特に行われていないということであった。今

回の調査はマンゴーの結実時期ではないために、果実に付着する害虫については実際に確認する

ことはできなかった。 

 

５－３ 試験施設及び試験機材 

前述のとおり、PFI飼育室では4種のミバエ〔B. papayae、B. carambolae、B. albistrigata、ウリ
ミバエ（B. cucurbitae）〕が累代飼育されていた（付属資料10.）。飼育環境について、2009年1月8
日～14日までの1週間分の温湿度推移データのほか、センターで研究を行った学生の試験データ
（2008年4月16日～6月11日）を入手したが、これらから温度は25～31℃、湿度は66％～100％と変
動が大きい環境であった。また、照明に関しては蛍光灯が飼育室に1カ所しか設置されておらず、
入り口の扉を閉めると昼間でも薄暗い状況であった。飼育方法はオーストラリア（Queensland 
Horticulture Institute）の技術をベースに運用されており、成虫の餌はTorula Yeast（YEAST 
HYDROLYSATE ENZYMATIC：MP Biomedicals社製）を小片状の固形のまま与え、また砂糖（グ
ラニュー糖）はおがくずに混ぜて与えていた。これは飼育場所の湿度が高く、潮解した砂糖に絡

め取られてミバエが死亡するための対策であった。 

成虫ケージの大きさは30×30×30cmで１ケージ当たり500頭飼育しているとのことであったが、
多くのケージで100～300頭程度に見受けられた。ケージ数はウリミバエが15ケージ、B. carambolae
が3ケージ、B. papayaeが4ケージ、B. albistrigataが2ケージであった。同種でもケージの異なるも
のはそれぞれ導入源が異なり、いずれのケージも数十頭以下からコロニーを形成したと推察され

る。また、野外では1つの果実からB. papayae、B. carambolaeが同時に見つかることもあり、異種
混入（コンタミ）を防ぐためにそれぞれのケージのミバエは混ぜていないとのことであった。ウ

リミバエは2008年から飼育を開始し、飼育にはウリ科果実を用いているが、その他3種は導入後10
世代以上経過しており、人工採卵器で卵を集め、幼虫をニンジン培地で飼育しているとのことで

あったが、本調査で確認できたのは成虫の飼育状況のみであった。 

飼育に関するC/Pの技術レベルについては、オーストラリアや日本での研修などの実績があり、
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一定の知識・技術レベルを保有していることは確認できたが、一部を除き飼育の基礎となる発育

期間等のデータはなく、漠然とミバエを飼育している印象を受けた。試験を実施するためには、

発育速度等が揃った品質の良い個体群を室内で常時維持しておき、必要とする卵や幼虫といった

発育ステージと頭数を計画どおりに供給できる飼育・生産体制が必要とされる。ミバエの発育や

増殖は温度・湿度・光条件など物理的な環境条件に大きく左右されることから、試験の実施にあ

たっては、これら環境条件を一定に管理できるミバエ飼育用バイオトロンを導入することが必要

である。バイオトロンは、故障の際のバックアップの観点、またミカンコミバエ種群など近縁の

複数種を飼育する場合にはコンタミを防ぐ観点からも、複数台の導入が必要である。第2次調査に
おいては、インドネシア側にあらかじめ飼育スケジュールの調整を依頼し、調査期間中に卵・幼

虫の飼育・ハンドリング状況や資材等を詳細に確認することとする。また、これらの状況によっ

ては日本式の飼育機材・飼育法を導入することも検討する。 

蒸熱処理機の設置場所としてインドネシア側が提示してきた建物は、外部からのミバエやアリ

等の侵入が自由であるため、本プロジェクトで実施する試験には不向きであり、また床の傾斜も

あるため、現状のままでは使用できないと判断せざるを得ない。プロジェクト期間中だけでなく、

その後も使用する高額・精密機器を設置するためには、堅牢かつ外部との隔離が明確な構造、水・

電源の安定的な供給、防犯性などが要求される。また、プロジェクトで使用する機材は重量があ

りサイズが大きいため、機材の搬入経路についても同時に勘案しておかなくてはならない。建物

の改修については、インドネシア側予算で検討することで合意しており、2010年度予算編成作業
の関係から改修内容を日本側より2009年4月中に提示することとした。 
蒸熱処理に関連する試験を実施するためには、蒸熱処理機の導入やその他の関連する多くの器

具機材、消耗品の購入が必要である。プロジェクトに利用可能と考えられた機材としては実体顕

微鏡及び恒温水槽程度が挙げられるが、調査期間の制約により動作状況確認はできなかったため、

インドネシア側に使用可能機材のリストの提出を依頼した。 

飼育や殺虫試験に多くの機器を必要とする本プロジェクトでは、消費電力も大きい。PFIの電力
供給に関しては、これら機器の使用電力によって現在のセンターに引き込んでいる電力容量（現

行82.5kVA）を増強する必要が生じる。また、インドネシアでは停電が頻繁に発生するとのことで
あり、停電時対策のための予備電源システムの設置も必要であると考えられた。電力増強につい

てはインドネシア側から時間はかかるものの可能であるとの説明があった。また、増強容量並び

に予備電源容量を決定するために、PFIにおける現在の使用電力量に関する資料並びに停電頻度に
関する資料の提出を依頼した。 
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第６章 協力実施にあたっての留意事項 
 

６－１ 運営管理上の留意事項 

６－１－１ 病害虫予察センター（PFI）の活用 
調査の結果、PFIに機材の設置が可能であること及びプロジェクト活動場所として適切である

ことが確認されたが、蒸熱処理機設置予定の建屋は改修が必要であることが判明した。改修内

容については日本側から追って提示し、それに基づき農業省側で予算措置を行い、改修するこ

とで合意したが、インドネシア側の予算編成作業の締め切り（7月）を踏まえて、早い時期にイ
ンドネシア側に情報を提示する必要がある。 

 

６－１－２ 園芸総局と農業検疫庁との連携 

本プロジェクトの実施にあたっては両機関の連携が不可欠であり、調査団からは繰り返し両

者の協調体制の確立を強く申し入れた。現段階では少なくとも両機関からは十分連携協力を行

う旨が明言されているが、実際のプロジェクトの運営に際してそれがどこまで機能するか、日

本側としても継続的に申し入れと確認が必要である。 

 

６－１－３ ラマダン 

プロジェクト実施想定期間（2010年～2012年）のラマダン及びレバラン（ラマダン明け休暇）
期間中は、インドネシア側実施機関の活動は実質休止状態となることから、同期間を避けて短

期専門家の派遣を行う必要がある。2010年は8月11日からラマダンが、9月10日からレバランが
始まることから、プロジェクト初年度の短期専門家派遣は9月中下旬から12月中下旬が想定され
るが、対象マンゴー収穫時期との関係に特段の注意が必要である。 

 

６－１－４ 施設セキュリティー 

本プロジェクトでは高額機材が導入されるため、設置施設のセキュリティーには十分な留意

が必要である。 

 

６－１－５ 業務調整員の配置 

プロジェクト・サイトのPFIはJICA事務所が位置するジャカルタから80km程度離れており、本
プロジェクトの主な投入である短期専門家のシャトル派遣のみでは日常のモニタリングが困難

である。特にプロジェクトの予算の管理及びモニタリングについてはインドネシア側だけでは

困難と考えられることから、プロジェクト運営、及びモニタリングのために、業務調整員の配

置を検討する必要がある。 

 

６－１－６ インドネシア側負担事項 

本プロジェクトでは、蒸熱処理機材の設置施設の改修、試験用果実の確保、電気増量等をイ

ンドネシア側の負担事項としている。これらの事項はインドネシア側によるタイムリーな対応

が求められることから、インドネシア側の予算措置状況、作業状況等のモニタリングが必要で

ある。 
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６－１－７ プロジェクト車両の購入 

プロジェクト実施中は、果実の調達、試験機材の調達、研究機関との情報交換、マンゴー農

場視察等のために車を使用する場面が多く、移動手段を確保しておく必要がある。また、本プ

ロジェクト・サイトはジャカルタから離れていることもあり、車両確保の必要は高い。車両の

供与を行うか、それとも必要期間のみ、車を傭上するかは両方のコストを算出し、比較検討を

行う必要がある。 

 

６－２ 技術分野における留意事項 

インドネシア側から日本側に対して行うマンゴー輸入解禁要請に係る殺虫試験や障害試験では、

試験果実と供試虫の準備が不可欠である。果実の供給体制が確立されていなければ、短期間の試

験日程内で成果を上げることは困難である。果実は高品質で更に農薬等の薬剤を使用していない

ものが要求される。また、必要量を必要なときに随時入手できることも重要である。今回のター

ゲットであるゲドン・ギンチュウの収穫時期は短いため、現地では収穫シーズン前から入手手段

を確保し、確実な入手経路を構築しておく必要がある。これらの理由により、果実購入費用は市

価よりも割高になると想定すべきである。 

供試虫については、人工飼育環境が整ったとしても、野外の虫を導入してから個体群の安定飼

育までには時間を要する。また、何種類のミバエが試験の対象種になるのかによって、試験の規

模決定に影響を与えることから、ミバエに関する情報の提供など、インドネシア側の協力を得て、

早急に対象種の絞り込みを行う必要がある。 

なお、プロジェクト対象種の決定や、飼育虫の確認などにはミバエの標本を用いた識別が必要

である。しかし、今回のインドネシア側との協議中に、ミバエ等の標本をインドネシア国内から

持ち出すには、あらかじめMTAの手続きが必要であることが判明した。現在、飼育されているミ
バエ種の確認のみならず、プロジェクト開始後も定期的に種を確認する必要があることから、同

規則の正式手続きを行い、必要なときに標本を入手し、日本において種を確認できる体制を整え

ておく必要があるため、この点についてもインドネシア側と協議を行い、然るべき対応を双方が

とることとした。 

一連の試験並びにその周辺技術は、時に非常に細かく、忍耐力が必要な作業が発生し、他の試

験との関連性が見えにくくなることもしばしばである。プロジェクト終了後にもインドネシアが

独自に殺虫基準を確立し、より多くの自国農産物を国際市場へ流通させることができるようにな

るためにも、専門家はひとつひとつの技術が一連の作業でどのような役割と重要性をもつのか等、

C/Pに丁寧に教えていき、技術の継承を確実に行っていく必要がある。また、これらの技術や手順
の重要性については、本邦研修経験者を中心にその実体験をもって他のC/Pへ確実に伝達できるこ
とが望ましい。 
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第７章 今後のスケジュール 
 

 本調査結果を基に第2次詳細計画策定調査団を8月ごろに派遣する予定である。 
 なお、同調査では、本調査結果を踏まえ、具体的なプロジェクト・デザイン・マトリックス（PDM）、
活動計画（PO）及び事業事前評価表を作成するために関係者との協議を行い、今後プロジェクト
に投入すべき機材の選定、機材設置場所となる施設の改修等の相手国負担事項、より詳細な実施

スケジュール等を明らかにすることを目的とする。 
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①本館
②宿泊棟
③飼育候補施設
④VHT設置候補建物
⑤プレハブ倉庫
⑥ガラス温室×4棟

ジャカルタ

PFI

①

②

③

④
⑤

⑥

50m

①本館

②講師用宿泊施設

②宿泊棟 ③飼育候補施設

③飼育候補施設(標本室) ④VHT設置候補建物④VHT設置候補建物③と⑤の間より

④内部



No.
プロジェクト
に必要か

1 Microscope 顕微鏡 ○

2 Microscope multi media 顕微鏡 ○

3 Constant temperature water bath 恒温水槽 ○

4 Incubator 恒温器 ○

5 Germinator 発芽試験器

6 Dehumiditier 除湿器

7 Decicator

8 Autoclave 高圧滅菌器

9 Oven

10 Vacuum oven

11 Refrigerator 冷蔵庫 ○

12 Freeze-dryer 凍結乾燥器

13 Biomedical　freezer 冷凍庫 ○

14 Electric barance 精密秤 ○

15 Balance 秤 ○

16 Laminair airflow chamber

17 Orbital shaker

18 Gas stove

19 Hot plate ホットプレート

20 Glassware ガラス器具 ○

21 Pipette washer

22 Seed counter

23 seed sorter

24 Blender ミキサー ○

25 Mahnetic steered

26 Centrifuge 遠心機

27 Mortar

28 PCR set PCR機材

29 Thermohigrometer 温湿度計 ○

30 Distilator 蒸留器

31 Facilities for rearing fruit flies ミバエ飼育資材 ○

出典：PFIからの提供資料を基に調査団作成

機材名



2006 2007 2006 2007

インドネシア全土 1,621,997 1,818,619 195,503 203,997

ジャワ島 1,251,447 1,351,739 146,245 159,835

(%) 77.2 74.3 74.8 78.4

スマトラ島 109,850 100,612 10,324 7,554

(%) 6.8 5.5 5.3 3.7

バリ島・ヌサ・トゥンガラ 156,694 211,118 24,252 21,001

(%) 9.7 11.6 12.4 10.3

カリマンタン島 17,134 14,919 2,047 1,763

(%) 1.1 0.8 1.0 0.9

スラウェシ島 80,359 131,110 10,819 12,097

(%) 5.0 7.2 5.5 5.9

パプア（Maluku dan papua 6,513 9,121 1,816 1,747

(%) 0.4 0.5 0.9 0.9

出典：聴き取りにより調査団作成

Gedong Gincu Arumanis etc. total Gedong Gincu Arumanis etc. total

Cirebon 4,920 19,680 24,600 1,464 4,168 5,632

Indramayu 20,734 146,478 167,212 1,041 7,358 8,399

Majalengka 13,922 28,267 42,189 2,763 5,610 8,373

Kuningan 1,136 21,593 22,729 141 2,683 2,824

Cirebon 8,530 32,683 41,213 2,430 6,820 9,250

Indramayu 22,089 155,791 177,880 1,759 12,334 14,093

Majalengka 13,472 31,440 44,912 2,228 5,198 7,426

Kuningan 2,716 51,617 54,333 230 4,374 4,604

Cirebon 7,055 28,224 35,279 1,533 4,366 5,899

Indramayu 19,842 140,181 160,023 744 5,266 6,000

Majalengka 14,924 30,300 45,224 1,780 3,613 5,393

Kuningan 1,828 34,750 36,758 220 4,182 4,402

出典：聴き取りにより調査団作成

2006

2007

2008

District(県)

Cirebon県、Indramayu県、Majalengka県、Kuningan県のマンゴー生産 (2006～2008年)

栽培面積(ha)生産量(ton)

栽培面積(ha)生産量(t)



Juli Agust Sept Oct Nov Des
3% 7% 10% 30% 40% 10%

出典：園芸総局

MANGOES  from  CIREBON REGENCY
Production GEDONG GINCU, HARUMANIS AND DERMAYU VARIETY

2004 2005 2006 2007 2008
Gedong Gincu 5,181 3,821 7,535 8,550 8,806

Harumanis 14,530 12,290 15,410 16,320 17,136
Dermayu 1,105 980 1,339 1,558 1,651

出典：園芸総局

Price Description On 2008

Harumanis Gedong Dermayu
  > 350 gr Green  > 300 gr

> 200 gr
July 15,000 20,000 15,000 35,000

Agust 12,500 15,000 12,500 30,000
Sept 10,000 15,000 10,000 25,000

October 7,000 9,000 8,000 25,000
November 6,000 7,500 6,000 15,000
December 7,000 8,000 7,000 20,000

出典：園芸総局

Main harvest season of mangoes in Cirebon

Varieties
Year (Ton)

Season

Grade A+B/Export Quality   (Rp)
Gedong

Gincu > 200
gr



マンゴー生産国の収穫時期

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Indonesia V V V V V
Thailand V V V V V V
Philippine V V V V V V
India V V V
Australia V V V V
Pakistan V V V
Mexico V V V V V V V

日本における輸入マンゴー　（2008年）

Country Harvest Month

Imported Mango Quantity in Japan
(2008 preliminary figures)
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B. carambolae B. papayae B. albistrigata B. cucurbitae

750 500 100 1500

3 4 2 15

10世代以上 10世代以上 10世代以上 2008年～

プラスチックカップ プラスチックカップ プラスチックカップ 生果実

人工飼料（ﾆﾝｼﾞﾝ培地） 人工飼料（ﾆﾝｼﾞﾝ培地） 人工飼料（ﾆﾝｼﾞﾝ培地） 生果実

広さ

温度

湿度

日長

照明

問題点 ①温度、湿度、日長など物理的要因を制御できず、試験に必要な虫を計画的に生産することが困難。
（バイオトロンの導入）

　 ②同種でもケージごとに導入源が異なり、それぞれ数十頭から累代飼育がスタートしており、遺伝的に問題か。
（同定後、同種であれば交配させ、１つのコロニーとする?）

③一部を除き、発育期間など飼育に関する基礎的データがなく、漠然と飼育している。
（試験を実施し基礎的データをとり、供試虫を計画的に生産できるようにする）

66～100%

自然日長

飼育期間

天井１カ所のみ設置（日中でも戸を閉めると薄暗い）

ケージ数

採卵方法

飼育頭数

25～31℃

14㎡　（6×2.4 m）

30×30×30 cmケージサイズ

幼虫餌(培地)

飼育室環境

累代飼育種

ミバエの飼育状況
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壁：穴あきブロック
天井：アスベスト板1枚のみ
床面：コンクリ？ただし全体的に傾斜
防犯：機器類は高価、将来的に長く使う
ので厳重にしたい。
*使用するなら大改修

渡り廊下、屋根あり

ミバエ飼育室

実験室

エアコン、除湿器あり
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*サイズ(内寸）の再確認が必要（先日の依頼エクセルファイルに記載）。
*室内に風雨・アリやミバエなどの侵入がないこと
*重要物品多数のため、施錠などの安全管理ができること

・壁(コンクリートもしくは同等資材。本館と同じ程度のレベルは欲しい）

・窓はあってもなくても良い（窓を設置する場合、網戸は必須）。

・床(コンクリート製等・重機器を設置できる頑強さであること。

　　また、水平であること。)

・機器搬入のため、入口のサイズはW1500×H2200以上（推定値）

・天井高さは3m程度（本館と同じ程度。）

・照明（明るく、かつ作業台の上にはつり下げ照明)

・電源は配管内（コンセントor配線は図の通り）

・室内には一般家電用の電源コンセントも必要

・水道(井戸水）の給水管/排水管の整備（図の通り）

照明・VHT給排水についてはベトナムでの事例を入手（写真）。

つり下げ照明にコンセントがついていると大変便利だそうです。

コンセント・蛍光灯の規格はインドネシアで一般的なもの

5,100

4,8002,4003,800

2,400

6,
00
0

9,
00
0

6,
00
0

22.8㎡ 14.4㎡ 28.8㎡

45.9㎡

30.6㎡

渡り廊下、屋根あり

ミバエ飼育室

実験室

エアコン、除湿器あり

物置
未見。物置。本来
はガラス室？

？

AirCon

●：Water
■：Drain
▲：大型機器用電源(or電線)（200V3相）
★：一般家電用電源(エアコン用含む)
赤字は増設するところ

●
■

●
■

●
■

900

イ
側
プ
レ
ゼ
ン
で
は
3,
00
0

イ
側
デ
ー
タ
で
は
5,
00
0

イ側データでは5,500

イ
側

デ
ー
タ
で
は

7
,5
0
0

イ側データでは5,000イ側データでは3,000

イ
側

デ
ー
タ
も
6
,0
0
0

2,
50
0

1,600 1,700 1,500

●
▲
■

●
▲
■

●
▲
■

▲

●
▲
■

●
▲
■

▲

★

★

★

★

★

★

★ ★


	表紙
	序文
	総目次
	調査対象位置図
	略語表
	Ⅰ 第1次詳細計画策定調査報告書
	目次
	写真
	第１章　詳細計画策定調査団の派遣
	１－１ 調査団派遣の経緯と目的
	１－２ 調査団の構成
	１－３ 調査日程
	１－４ 主要面談者

	第２章　主な協議事項
	２－１ プロジェクト名
	２－２ インドネシア側実施機関
	２－３ プロジェクト・サイト
	２－４ プロジェクト期間
	２－５ 対象マンゴー種
	２－６ 対象ミバエ種
	２－７ マスタープラン・日本側負担事項・インドネシア側負担事項
	２－８ プロジェクト実施体制
	２－９ その他

	第３章　プロジェクト実施体制
	３－１ 責任機関及び実施機関組織
	３－２ プロジェクトに対する予算措置
	３－３ プロジェクト実施場所の状況
	３－４ 機材整備状況
	３－５ カウンターパート

	第４章　プロジェクト協力計画の概要
	４－１ プロジェクト基本計画
	４－２ 両国の投入

	第５章　協力分野の現状と課題
	５－１ 試験対象果実・産地及び害虫
	５－２ 試験対象ミバエ種
	５－３ 試験施設及び試験機材

	第６章　協力実施にあたっての留意事項
	６－１ 運営管理上の留意事項
	６－２ 技術分野における留意事項

	第７章　今後のスケジュール
	付属資料
	１．協議議事録（Minutes of Meeting：M/M）
	２．PFIについて
	３．PFI保有機材リスト
	４-1．インドネシアにおけるマンゴー生産量と栽培面積
	４-2．Cirebon県のマンゴー生産時期・品種別生産高及び価格
	４-3．参考情報
	５．ペストリスト
	６．「GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF FRUIT FLY PEST（2006）」抜粋
	７．「カテゴリーA2リスト」抜粋
	８．インドネシアのミバエ情報
	９．オーストラリアと共同で行われたミバエ類の調査結果
	10．ミバエ類の飼育状況
	11-1．プロジェクト・サイト平面図
	11-2．プロジェクト・サイト改修案





